
封筒の種類

広告サイズ

広告掲載

広告料金

長形3号（定型）

縦5cm×横10cm

裏面3枠

角2号（定型外）

縦8cm×横20cm

裏面3枠

印刷枚数 2万枚 1万枚

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
】

　

会
計
課
会
計
係
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町
で
使
用
し
て
い
る
封
筒
へ
の

広
告
を
募
集
し
ま
す
。

庁
用
封
筒
へ
の

広
告
募
集

①広告の掲載は、１広告につき１枠となります。

②広告掲載については、業種や職種内容に一部制約があります。

③申込締切　7月5日（月）必着  ※申込書は窓口で配布または町HPにも掲載しています

１枠 15,710円（町内業者）
 31,420円（町外業者）

１枠 53,420円（町内業者）
 106,850円（町外業者）

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
が
長
期
化
す
る
中
で
、
ひ

と
り
親
世
帯
以
外
の
負
担
の
増
加

や
収
入
の
減
少
に
対
す
る
支
援
を

行
う
た
め
、
次
の
と
お
り
給
付
金

の
支
給
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

申
請
方
法
等
に
つ
い
て
、
次
の

支
給
対
象
者
の
う
ち
、
①
に
該
当

し
か
つ
非
課
税
者
の
方
に
つ
い
て

は
個
別
通
知
で
お
知
ら
せ
い
た
し

ま
す
が
、
そ
れ
以
外
の
方
に
つ
い

て
は
、
７
月
号
広
報
ま
た
は
、
町

H
P
に
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま

す
。

【
基
本
給
付
】

⑴
支
給
対
象
者

※
次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
を
満

た
し
か
つ
、
令
和
3
年
度
住
民

税
均
等
割
が
非
課
税
で
あ
る

者
、
ま
た
は
家
計
急
変
者
（
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
を
受
け
て
令
和
3
年
1
月

以
降
の
家
計
が
急
変
し
、
令
和

3
年
度
分
の
住
民
税
均
等
割
が

非
課
税
で
あ
る
者
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
）

が
対
象
と
な
り
ま
す
。

①
令
和
3
年
4
月
分
の
児
童
手
当

ま
た
は
特
別
児
童
扶
養
手
当
の

支
給
を
受
け
て
い
る
者

②
令
和
3
年
5
月
か
ら
令
和
4
年

3
月
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
月
の

分
の
児
童
手
当
、
特
別
児
童
扶

養
手
当
の
受
給
資
格
の
認
定
ま

た
は
、
児
童
手
当
、
特
別
児
童

扶
養
手
当
の
額
の
改
定
の
認
定

を
受
け
た
者

③
①
、
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
以
外
の
者
の
う
ち
、
平
成

15

年
4
月
2
日
か
ら
平
成
18

年

4
月
1
日
ま
で
の
間
に
出
生
し

た
児
童
を
養
育
す
る
者

※
令
和
3
年
4
月
か
ら
令
和
4
年

2
月
末
ま
で
に
生
ま
れ
る
新
生

児
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

⑵
給
付
額

　

児
童
1
人
あ
た
り
一
律
5
万
円

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

住
民
生
活
課
児
童
係
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低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て

世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
（
ひ
と
り
親

世
帯
以
外
）
の
支
給
予
定
に
つ
い
て

北
海
道
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
（
ひ
と

り
親
世
帯
）
の
申
請
に
つ
い
て

　

北
海
道
で
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
が
長
期
化
す

る
中
で
、
ひ
と
り
親
世
帯
等
の
負

担
の
増
加
や
収
入
の
減
少
に
対
す

る
支
援
を
行
う
た
め
、
次
の
と
お

り
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

【
基
本
給
付
】

⑴
支
給
対
象
者

①
公
的
年
金
等
を
受
給
し
て
お

り
、
令
和
3
年
4
月
分
の
児
童

扶
養
手
当
の
支
給
が
全
額
停
止

さ
れ
る
方

※
公
的
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る

ひ
と
り
親
等
で
児
童
扶
養
手
当

を
受
給
し
て
い
な
い
方
も
対
象

に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の

で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
を
受
け
て
家
計
が
急
変

す
る
な
ど
、
収
入
が
児
童
扶
養

手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
と
同

じ
水
準
と
な
っ
て
い
る
方

⑵
給
付
額

　

児
童
1
人
あ
た
り
一
律
5
万
円

【
申
請
方
法
】

　

申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
え

て
、
郵
送
ま
た
は
窓
口
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
は
窓
口
で
配
布
す
る
ほ

か
、
H
P
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。
郵
送
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
の
で
、
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

※
必
要
書
類
は
本
人
確
認
書
類
、

通
帳
の
写
し
、
給
与
等
の
収
入

額
が
わ
か
る
書
類
、
公
的
年
金

等
の
収
入
額
が
わ
か
る
書
類
等

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

【
申
請
期
限
】

　

令
和
4
年
2
月
28

日
（
月
）

【
支
給
日
】

　

5
月
18

日
〜
令
和
4
年
3
月
18

日
の
間
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
北
海
道
の
事
業
に
な
り
ま
す
の

で
、
支
給
ま
で
時
間
が
か
か
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

【
提
出
先
】

・
住
民
生
活
課
児
童
係

・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

・
落
部
支
所

※
郵
送
さ
れ
る
場
合
は
、
左
記
ま

　

で
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

住
民
生
活
課
児
童
係
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